
告示番号第 168号　

件名　西中学校エレベーター設備工事

質　　問　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

図面No. EV-06　左上の昇降路平面図で、中間ビームは（EV工事）、また、そ
の中間ビームに設置のファスナーは（建築工事）となっております。
鉄骨構造で、エレベーター工事での中間ビーム設置は難しく、中間ビームは
建築工事でお願いできませんしょうか？

詳細は打合せ協議によりますが、費用は本工事に含みます

2
同様に、図面No. EV-07　昇降路断面図で、中間ビーム（EV工事）となって
おりますが、建築工事でお願いできませんでしょうか？

詳細は打合せ協議によりますが、費用は本工事に含みます
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質　　疑　　書
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